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令和４年度第９回定例松本市教育委員会付議案件 

 

 

［議案］ 

第１号  （仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会設置要綱の一部改正 

について 

第２号  令和４年度松本市公民館活動推進功労者について 

第３号  松本市学校給食センター運営委員会への諮問について 

 

［報告］ 

第１号  令和４年松本市議会１２月定例会の結果について 

第２号  令和４年度上半期（４－９月）市内小中学校のいじめ・体罰等の実態調査 

について 

第３号  令和４年度上半期（４－９月）における不登校児童生徒の状況について 

 

［周知］ 

１   「発掘された松本２０２２」の開催について 

 

 

［その他］ 

 

 



 

 

議案第 １ 号 

 

 

（仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会設置要綱の一部改正について 

 

１ 趣旨 

本委員会において、仮称としていたセンターの名称を「松本市インクルーシブセンター」と決

定したことに伴い、「（仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会設置要綱」の一部を改正

することについて協議するものです。 
 

２ 改正内容 

  センター及び委員会の名称変更 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  教育委員会の議決の日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１２．２２ 

学校教育課 

担当  

学校教育課 課長 塚田 雅宏 

学校支援室 室長 坂口 俊樹 

電話 ３３－４３９７ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



1/1 

 

 

（仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会設置要綱(令和４年教育委員会告示第３０号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

〇（仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会設置要綱 ○松本市インクルーシブセンター設立準備委員会設置要綱 

令和４年７月２６日 令和４年 月 日 

教育委員会告示第３０号 教育委員会告示第 号 

(目的) (目的) 

第１条 この要綱は、特別支援教育の推進を図るため、教育、医療、福

祉等の関係機関が連携し、子どもや保護者等を支える（仮称）あるぷ

キッズ支援センター（以下「センター」という。）の早期設立の実現

に向け、（仮称）あるぷキッズ支援センター設立準備委員会（以下

「委員会」という。）を設置することについて、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

第１条 この要綱は、特別支援教育の推進を図るため、教育、医療、福

祉等の関係機関が連携し、子どもや保護者等を支える松本市インクル

ーシブセンター（以下「センター」という。）の早期設立の実現に向

け、松本市インクルーシブセンター設立準備委員会（以下「委員会」

という。）を設置することについて、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

別 紙 



教育委員会資料 

４．１２．２２   

生涯学習課・中央公民館 

 

議案第 ２ 号 

 

令和４年度松本市公民館活動推進功労者について 

 

 

１ 趣旨 

松本市公民館活動推進功労者感謝状贈呈内規に基づき、令和４年度松本市公民館活動

推進功労者について協議するものです。 

 

２ 目的 

市の公民館活動推進のために功労のあった者に対して感謝状を贈呈することにより、

市民の公民館活動への関心を高め、公民館活動の振興を図ることを目的としています。 

 

３ 推薦基準 

⑴ 公民館の非常勤職員又は公民館運営審議会委員として６年以上在職し、退職または 

退任した者 

⑵ 公民館委員として８年以上在職し、退任した者 

⑶ 上記のほか、特に公民館活動推進のため尽力したと認められる者 

 

４  功労者（候補者） 

計２１名 別紙功労者（候補者）名簿のとおり 

 

５ 感謝状の贈呈 

中央公民館長及び地区公民館長から贈呈します。 

 

 

 

 

 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 石川 善啓 

(直通３２-１１３２) 



№ 氏名（ふりがな） 推薦館

・体育委員 H10.4.1 ～ H13.3.31

・館報編集委員 H13.4.1 ～ R4.3.31

・文化委員 H24.4.1 ～ H25.3.31

・体育委員 H25.4.1 ～ R4.3.31

・運営委員 H22.4.1 ～ R2.3.31

・文化委員 R2.4.1 ～ R4.3.31

4 森田
も り た

　周治
しゅうじ

第三地区 ・運営委員 H26.4.1 ～ R4.3.31

5 田中
た な か

　正
ただし

城北 ・地区公民館長 H28.4.1 ～ R4.3.31

6 浅輪
あさわ

　孝行
たかゆき

城北 ・運営委員 H19.4.1 ～ R4.3.31

7 福澤
ふくざわ

　伸
のぶ

起
おき

城北 ・体育委員 H15.4.1 ～ R4.3.31

・体育委員 H12.4.1 ～ H13.3.31

・運営委員 H19.4.1 ～ R4.3.31

9 高野
た か の

　隆治
りゅうじ

大手 ・地区公民館長 H27.4.1 ～ R4.3.31

・運営委員 H17.4.1 ～ H27.3.31

・館報編集委員 H17.4.1 ～ H23.3.31

・文化委員 H23.4.1 ～ R4.3.31

11 横山
よこやま

　正志
ま さ し

庄内地区 ・運営委員 H21.4.1 ～ R4.3.31

12 大嶋
おおしま

　健資
け ん じ

庄内地区 ・運営委員 H21.4.1 ～ R4.3.31

13 伊藤
いとう

　徹
とおる

鎌田地区 ・文化委員 H18.4.1 ～ R4.3.31

14 大久保
お お く ぼ

　昭文
あきふみ

島立 ・体育委員 H20.4.1 ～ R4.3.31

15 花村
はなむら

　文子
ふ み こ

寿 ・視聴覚委員 H19.4.1 ～ R4.3.31 15年

・運営委員 H23.4.1 ～ R2.3.31

・館報編集委員 R2.4.1 ～ R4.3.31 11年

17 牧野
ま き の

　真由美
ま ゆ み

寿 ・図書委員 H25.4.1 ～ R4.3.31

18 鈴木
す ず き

　茂雄
し げ お

寿 ・運営委員 H23.4.1 ～ R4.9.10

19 矢満田
や ま ん た

　武雄
た け お

寿台 ・文化委員 H13.4.1 ～ R4.3.31

20 橋戸
は し ど

　博信
ひろのぶ

寿台 ・体育委員 H25.4.1 ～ R3.9.30

21 古池
こ い け

　健一
けんいち

今井 ・館報編集委員 H18.4.1 ～ R4.5.31

8 北野
きたの

　貞子
さだこ 城北

 7年

令和４年度松本市公民館活動推進功労者（候補者）名簿

役職区分 在職期間

24年
1 井野根

い の ね

　修
おさむ 第二地区

2 横山
よこやま

　知充
ともみつ

 8年6月

16年2月

15年

19年

16年

第二地区

 6年

12年

3 中嶋
なかじま

　弘壽
ひろじゅ 第二地区

 8年

 9年

14年

21年

17年

10 藤森
ふじもり

　昭三
しょうぞう

白板地区

 9年

11年

16 久保田
く ぼ た

　幸康
ゆきやす 寿

13年

13年

16年



 

 

 

 

 

 

 

      

 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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報告第 １ 号 

 

令和４年松本市議会１２月定例会の結果について 

 

１ 趣旨 

    令和４年松本市議会１２月定例会の結果について報告するものです。 

   

２ 会期等について 

  市議会１２月定例会 

１１月２８日（月）から１２月１５日（木）まで １８日間 

一般質問          １２月 ５日（月）から７日（水）まで３日間 

   経済文教委員会       １２月 ９日（金） 

   基幹博物館建設特別委員会  １２月１２日（月） 

 

３ 議案等の審査結果について 

⑴ 経済文教委員会審査 

ア 議案 

 (ｱ) 議案第 14号 市有財産の取得について（松本市立小学校遠隔授業配信用機器） 

審査結果：異議なく原案どおり可決されました。 

(ｲ) 議案第 15号 市有財産の取得について（松本城南・西外堀復元事業用地） 

審査結果：一部反対意見があり起立採決の結果、原案どおり可決されました。 

(ｳ) 議案第 07号 令和 4年度松本市一般会計補正予算（第 7号）中教育委員会関係予算 

【歳出】 

 教育費 

  負担金追加（補正額）                     130千円 

   地方創生臨時交付金を活用し、組合立鉢盛中学校において、松本市立中学校と

同様に、学校給食用食材の高騰分を公費負担で補填するもの 

【債務負担行為】（新規） 

 ・松本市山と自然博物館指定管理料（R4～9）          72,000千円 

審査結果：異議なく原案どおり可決されました。 

 

イ 陳情 

 (ｱ) 陳情第 12号 私立高校に対する公費助成をお願いする陳情書 

審査結果：全会一致で採択されました。 

(ｲ) 陳情第 10号の 2 学校や保育園におけるマスク着用に関する陳情 

審査結果：趣旨採択されました。 

(ｳ) 陳情第 11号の 2 学校における「黙食」の緩和を求める陳情 

審査結果：全会一致で採択されました。 

 

 ⑵ 基幹博物館建設特別委員会審査 

  ア 議案 

   (ｱ) 議案第 39号 公の施設の指定管理者の指定について（市立博物館） 

審査結果：異議なく原案どおり可決されました。 

教育委員会資料 

４．１２．２２ 

教 育 政 策 課 



 

   (ｲ) 議案第 07 号 令和 4 年度松本市一般会計補正予算（第 7 号）中基幹博物館建設特別

委員会関係予算 

      【債務負担行為】（新規） 

・松本市立博物館指定管理料(R4～7)              382,250千円 

令和５年度から新たに基本協定を締結する指定管理料に関する債務負担行為を 

設定するもの 

審査結果：異議なく原案どおり可決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育政策課 

課長 臼井 美保 

電話 ３３ – ３９８０ 



 

 

報告第 ２ 号 

 

 

令和４年度上半期（４―９月）市内小中学校のいじめ・体罰等の実態調査について 

 

１ 趣旨 

市内の全小中学校で２か月に一度実施しているいじめ・体罰等の実態調査について、

令和４年度上半期分の集計結果を報告するものです。 

 

２ 調査方法 

 児童生徒一人ひとりへのアンケート調査や聞き取り、教職員による発見、本人や保護

者からの訴え等による。 

 

３ 調査結果の概要 

 別紙のとおり 

 

４ いじめ・体罰等の傾向 

⑴ 体罰等は、小中学校ともに認められませんでした。 

⑵ 小中学校におけるいじめの認知件数は５０５件であり、このうち１５７件が解消さ

れ、解消率は３１．１％でした。 

⑶ 学年別のいじめの認知件数において、小学校では、５年生が他学年と比較して多く

７４件でした。中学校では、他学年と比較して３年生で少ない傾向があります。 

⑷ いじめの発見のきっかけでは、アンケート調査など学校の取組みによりいじめが発

見される割合が高く、小学校では４０．９％、中学校では４７．９％でした。また、

本人からの訴えにより発見される割合も次に高い傾向がありました。 

⑸ いじめられた児童生徒の相談状況（いじめを認知した時点）では、学級担任への相

談の割合が高く、小学校では６６．０％、中学校では５９．９％でした。 

⑹ いじめの様態では、「冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる」とする割合

が高く、小学校では４６．８％、中学校では６５．１％でした。 

 

５ いじめの解消に向けた対応 

⑴ いじめは、どの学校にも、どの子どもにも起こりうるものであることを前提に、各

校においては、いじめを積極的に認知し、認知したいじめについて校内で情報共有す

ることとしています。また、学級担任が一人で抱え込まない教職員間の風通しの良い

雰囲気作りに努め、早期に対応できるように配慮しています。 

⑵ いじめは、アンケートなどの調査により発見される事案が多いことから、およそ２

か月に１度の頻度で定期的なアンケートを実施しています。 

⑶ いじめは、児童生徒と教職員との会話、生活記録等への記載により発見されること

から、引き続き、教職員が威圧的にならず、児童生徒が自身の思いを表現しやすい物

教育委員会資料 
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学校教育課 



腰で接することを心掛けるなど、良好な関係づくりを進めるよう周知しています。一

方、いじめについて誰にも相談していない児童生徒が一定数いることから、児童生徒

が活用できる相談機関を紹介しています。 

⑷ 各校においては、学校だより等を通じて、いじめの状況や防止のための取組等を保

護者や地域の方々に継続的に周知するようにしています。また、年度末の教職員の異

動や、進級や学級編成に伴う職員組織改編に伴い、前年度までに発生した事案が風化

しないよう、年度毎の情報共有に努めています。 

⑸ ＳＮＳやオンラインゲームなどインターネットを起因とするいじめも少なくない

ことから、各校では、教職員や児童生徒、および保護者を対象としたメディアリテラ

シーの研修を行い、情報モラルの向上に努めています。また、インターネットの利用

時間が多くなる長期休業前に、インターネットを起因とするトラブルを回避するため

の指導を行うようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

学校教育課 課長 塚田 雅宏 

学校支援室 室長 坂口 俊樹 

電話 ３３－４３９７ 

  



 別 紙  

 

１ 調査結果の概要 

⑴ いじめの認知（発生）学校数・認知件数注 1・2）及び体罰の認知件数 

 
注 1）  文部科学省が年度末に実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」での「認知

件数」は、「・・・年度間において、上記の（いじめの）定義に該当するいじめを受けた児童生徒ごとに１件とし

て数える。この際、同一の児童生徒が異なる時期に別の児童生徒からいじめを受けていても１件として扱う」と

されています。そのため、いじめを受けた児童生徒の人数で報告されることになります。 

注 2） 松本市における「認知件数」は、いじめの積極的な認知により早期発見と早期対応を促進する観点から、具体的な

いじめの行為の回数となります。 

 

 ⑵ いじめの現在の状況 

 

 

 ⑶ いじめの認知件数の学年別、男女別内訳 

 

 

※図は、表をグラフ化したものです。 

 

区　分 学校総数（A）
いじめを認知し

た学校数
いじめを認知し
ていない学校数

いじめの認知件
数（C）

1校あたりの認
知件数（C/A）

体罰の認知件数

小学校 29 28 1 313 10.8 0
中学校 21 18 3 192 9.1 0
合計 50 46 4 505 10.1 0

合計

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数
小学校 130 41.5 183 58.5 0 0.0 313
中学校 27 14.1 164 85.4 1 0.5 192
合計 157 31.1 347 68.7 1 0.2 505

区　分
解消しているもの

（日常的に観察継続中）
解消に向けて取組中

その他
（転居等）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生
男子 17 33 38 36 38 25 53 44 14
女子 10 23 22 23 36 12 30 35 16
合計 27 56 60 59 74 37 83 79 30

小学校 中学校
区分



 ⑷ いじめの発見のきっかけ 

 

 

 ⑸ いじめられた児童生徒の相談状況 

 

※複数選択可能な質問項目です。 

 

 ⑹ いじめの態様  

 

※複数選択可能な質問項目です。 

 

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

学校の教職員等が発見した 163 52.1 117 60.9 280 55.4
① 学級担任が発見した。 33 10.5 17 8.9 50 9.9
② 学級担任以外の教職員が発見した。（養護教諭、SC等の相談員を除く） 2 0.6 7 3.6 9 1.8
③ 養護教諭が発見した。 0 0.0 1 0.5 1 0.2
④ スクールカウンセラー等の相談員が発見した。 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑤ アンケート調査など学校の取組により発見した。 128 40.9 92 47.9 220 43.6

学校の教職員以外からの情報により発見した。 150 47.9 75 39.1 225 44.6
⑥ 本人からの訴え 89 28.4 47 24.5 136 26.9
⑦ 当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え 29 9.3 10 5.2 39 7.7
⑧ 児童生徒（本人を除く）からの情報 20 6.4 13 6.8 33 6.5
⑨ 保護者（本人の保護者を除く）からの情報 11 3.5 5 2.6 16 3.2
⑩ 地域の住民からの情報 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑪ 学校以外の関係機関（相談機関を含む）からの情報 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑫ その他（匿名による投書など） 1 0.3 0 0.0 1 0.2

313 100.0 192 100.0 505 100.0合計

小学校 中学校 小中学校の合計
区分

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

① 学級担任に相談した。 243 66.0 148 59.9 391 63.6
② 学級担任以外の教職員に相談した。（養護教諭、SC等の相談員を除く） 13 3.5 17 6.9 30 4.9
③ 養護教諭に相談した。 3 0.8 7 2.8 10 1.6
④ スクールカウンセラー等の相談員に相談した。 2 0.5 4 1.6 6 1.0
⑤ 学校以外の相談機関に相談した。（電話相談やメール等を含む） 18 4.9 1 0.4 19 3.1
⑥ 保護者や家族等に相談した。 65 17.7 28 11.3 93 15.1
⑦ 友人に相談した。 4 1.1 11 4.5 15 2.4
⑧ その他の人（地域の人など）に相談した。 6 1.6 3 1.2 9 1.5
⑨ 誰にも相談していない。 14 3.8 28 11.3 42 6.8

合計 368 100.0 247 100.0 615 100.0

区分
小学校 中学校 小中学校の合計

件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

① 冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる。 183 46.8 142 65.1 325 53.4
② 仲間はずれ、集団による無視をされる。 40 10.2 13 6.0 53 8.7
③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 79 20.2 20 9.2 99 16.3
④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 19 4.9 2 0.9 21 3.4
⑤ 金品をたかられる。　 4 1.0 0 0.0 4 0.7
⑥ 物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 23 5.9 4 1.8 27 4.4
⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 16 4.1 13 6.0 29 4.8
⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。 5 1.3 6 2.8 11 1.8
⑨ その他 22 5.6 18 8.3 40 6.6

合計 391 100.0 218 100.0 609 100.0

小学校
区分

中学校 小中学校の合計
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令和４年度上半期（４－９月）における不登校児童生徒の状況について 

 

１ 趣旨 

市内全小中学校で毎月実施している不登校等長期欠席児童生徒に関わる実態調査に

ついて、令和４年度上半期（４－９月）の不登校児童生徒の状況及び不登校支援アド

バイザーの活動や中間教室の状況について報告するものです。 

 

２ 児童生徒の欠席状況 

別紙のとおり 

 

３ 傾向 

⑴ ９月時点における月半数以上欠席している児童生徒数は、前年度と比較して、小

学校では３４名減少し、中学校では５１名増加しています。 

⑵ ９月時点における累計３０日以上欠席している児童生徒数は、前年度と比較して、

小学校では２０名、中学校では４１名増加しています。 

⑶ ９月時点における中間教室の入室状況は、小学生は４０名、中学生は３２名とな

り、令和４年度の上半期時点で、令和３年度の年間利用状況（小学校４５名、中学

校４０名）に迫る人数となっています。 

 

４ 不登校支援に係る現状と今後の対応 

⑴ 不登校支援アドバイザーによる支援 

ア 学校訪問 

 不登校支援アドバイザーは、定期的に学校を訪問し、校長、教頭、支援に携わ

る教職員との面談を行い、不登校児童生徒の状況について情報を共有するととも

に、支援の方向性について助言してきました。 

 今後も、定期的な学校訪問により、児童生徒の状況を把握するとともに、必要

に応じて、中間教室や元気Ｕｐ教育相談等に関わる情報を提供するなど、多面的

な支援を進めていきます。 

イ 諸施設との連携 

 不登校支援アドバイザーは、こども部が連携する「はぐルッポ」、「フリース

ペース十色」を訪問し、学校外で活動している不登校児童生徒との交流を図り、

得意な活動や苦手と捉えている状況を理解するように努めています。 

 上記で捉えた子どもたちの様子を学校に伝えるとともに、今後も児童生徒の言

動の背景を捉える機会を積極的に持ち、各学校に対する具体的な助言や支援の手

掛かりとして役立てます。 
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ウ 研修 

 自立支援教員を対象とした研修会の中で、不登校支援アドバイザーによる講話

を行っています。さらに今年度は、特別支援学校の教育相談担当教員や発達障害

に詳しい外部講師も招き、特別支援教育支援員等を含めた市費教員を対象に研修

会を行っています。 

 今後も、様々な児童生徒への対応や取組みについて学ぶ機会を提供することで、

教員のスキルアップを図ります。 

⑵ 中間教室による取組み 

ア 元気Ｕｐサッカー教室 

 中間教室に入室している児童生徒や不登校傾向の児童生徒に向けて、松本山雅

ＦＣの協力のもと開催される「元気Ｕｐサッカー教室」を紹介し、参加を促して

います。本年度は３回開催し、４６名の利用がありました。利用者からは「普段

体を動かさないが、この機会に楽しく運動できる」という声が聞かれています。 

 来年度も３回の実施を計画し、楽しく活動する機会を持つようにしていきます。 

イ 南部方面への支援 

 市の南部に中間教室がない現状と同地域の不登校児童生徒には、一人親家庭で

中間教室への送迎の難しい家庭が複数見られることから、学校教育課学校支援室

では、昨年度から「居場所支援」の試みとして、松原地区公民館を活用した「ほ

っとスペース」を定期的に開設しています。運動や遊び等の体験を取り入れるこ

とで、子どもの社会的な自立に向けた環境づくりを進めています。 

 現在、南部地域における新たな中間教室の設置に向け検討を進めています。 

⑶ 元気Ｕｐ教育相談 

 児童生徒、保護者及び教職員を対象として、精神科医師およびＳＳＷによる教育

相談を年８回実施しています。本年度は１１月までに４回（１３ケース）実施しま

した。専門家の助言を受けて、児童生徒への対応を見直す機会となっています。 

 来年度も８回の実施を計画し、教育と福祉の連携を図り、子どもの様々な状況に

応じた迅速な対応に努めます。 

⑷ ＳＳＷによる支援 

 本年度から、山間地校を除く市内全小学校において、ＳＳＷと指導主事によるス

クリーニング会議を実施しました。この機会を契機にＳＳＷや指導主事が、要望の

ある小学校へ継続的に支援する体制が整い始めています。 

 今後も、早期の適切な支援を開始できるよう、各小学校との円滑な情報共有を図

り、本事業の定着を目指します。 

⑸ 各校の取組み 

ア 校内中間教室 

 学校支援室では、山間小規模校を除く全小中学校に、不登校の児童生徒や、登

校しぶりなど不登校傾向の児童生徒を対象として支援を行う自立支援教員を配置

し、校内にも中間教室を設置して支援をしています。現在、自立支援教員がいる

学校で校内に中間教室が設定されているのは、小学校２８校中２０校、中学校１

９校中１４校です。 



 安心して登校し、学習のみならず他者との交流のできる環境を、一層充実でき

るよう努めていきます。 

イ オンライン授業 

 不登校及び不登校傾向の児童生徒が、人目を気にせずに通える校内の相談室

（校内中間教室）に登校し、この環境で、原学級で行われる授業をオンライン受

講できるようにしています。 

 今後は、より多くの学校でこのような学習体制を整備できるよう事例を広める

ことで、児童生徒の学びたい意欲に応えられるようにします。また、不登校児童

生徒の出席の扱いや学習状況の評価が適切に行われるよう、改めて本市のガイド

ラインを全小中学校へ周知していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

学校教育課 課長 塚田 雅宏 

学校支援室 室長 坂口 俊樹 

電話 ３３－４３９７ 

  



 

 別 紙  

 

１ 児童生徒の欠席状況 

⑴ 月半数以上欠席している児童生徒数及び累計３０日以上欠席している児童生徒数 

 

注） 月半数以上欠席している児童生徒数と全欠児童生徒数には、病気による欠席や民間施設への登

校などを理由とする欠席者も含まれています。 

 

⑵ 累積３０日以上欠席している児童生徒数の推移の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

校種 年度 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月半数以上欠席数 72 98 112 114 117 113 0 0 0 0 0 0
（内月全欠児童数） 2 24 28 37 53 25 0 0 0 0 0 0
累計30日以上欠席数（不登校） 0 19 66 90 94 117 0 0 0 0 0 0
月半数以上欠席数 116 122 144 134 150 147 160 173 177 187 177 168
（内月全欠児童数） 38 48 50 64 81 52 60 66 72 81 81 66
累計30日以上欠席数（不登校） 0 31 58 78 83 97 118 144 158 173 187 197
月半数以上欠席数 163 196 220 235 245 260 0 0 0 0 0 0
（内月全欠児童数） 32 62 57 70 128 81 0 0 0 0 0 0
累計30日以上欠席数（不登校） 0 67 142 174 179 208 0 0 0 0 0 0
月半数以上欠席数 137 167 182 188 198 209 225 229 238 245 247 222
（内月全欠生徒数） 40 49 55 65 95 62 55 74 52 84 92 57
累計30日以上欠席数（不登校） 0 43 107 132 138 167 195 202 228 239 248 261

小
学
校 令和

3
年度

令和
4
年度

中
学
校 令和

3
年度

令和
4
年度



２ 不登校支援アドバイザーの学校訪問支援の状況（年度間） 

⑴ 学校訪問回数（回） 

 

⑵ 訪問形態（回） 

 
⑶ 面談相手（回） 

 

注） 上記の学校訪問回数、訪問形態、面談相手については、令和４年度は４月から８月までの期間

における回数を示し、令和３年度は年間における数値を記しています。 

 

３ 中間教室の状況 

⑴ 通室児童生徒の状況 

ア 中間教室通室児童生徒数の過去１０年間の推移（人）※復帰には一部復帰を含む  

 

イ 在籍児童生徒数（人）※入室届の提出なく利用がある場合を含む 

 

注） 上記⑴通室児童生徒の状況におけるア及びイについては、令和４年度は４月から９月までの期

間における数値を記し、令和４年度以外は４月から３月までの年間における数値を記しています。 

 

⑵ 保護者や学校との連絡相談の現状（回） 

 

 

小学校 中学校 合計
令和４年度 33 27 60
令和３年度 96 86 182

面談
児童生徒観察
（授業参観）

支援会議
あるぷ連絡会

家庭訪問
中間教室等
訪問

ほっとスペース
（松原）運営

令和４年度 76 185 17 6 13 18
令和３年度 246 426 68 16 24 24

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

児童 13 12 7 12 11 6 17 21 33 45 40
生徒 48 43 48 46 39 47 53 37 29 40 32
全体 61 55 55 58 50 53 70 58 62 85 72
復帰 29 38 33 26 18 23 38 19 45 24 0

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

児童 25 33 29 2 1 0 6 11 11 33 45 40
生徒 9 14 13 14 17 11 6 9 8 29 40 32
合計 34 47 42 16 18 11 12 20 19 62 85 72

山辺中間教室 鎌田中間教室 あかり教室 合計

160 190 56
合計

家庭訪問　
学校訪問
電話相談

あかり教室鎌田中間教室

0 0 0

山辺中間教室

15

0

159

面接相談 406

9 1 15
91 107 445

関係諸機関連絡等

5
247
20 124

校長 教頭
生徒指導不登
校支援等担当

児童生徒 保護者 養護教諭等 学級担任

令和４年度 57 65 36 21 31 36 28
令和３年度 160 285 131 32 71 57 47



 

 

 

周知事項 １ 

 

「発掘された松本２０２２」の開催について 

 

１ 趣旨 

  市内の埋蔵文化財と史跡に対する市民の理解と関心を高めるため、標記イベントを開

催することについて周知するものです。 

 

２ イベント概要 

 ⑴ 発掘された松本２０２２～松本市遺跡発掘報告会～ 

  ア 日時   令和５年２月１１日（土・祝） １３時から１６時まで 

  イ 会場   Ｍウイング ６階 ホール 

  ウ 内容   令和４年に実施した発掘調査のうち５件の成果報告 

（ア）報告１ 出川南遺跡 

（イ）報告２ 松本城三の丸跡 土居尻 

（ウ）報告３ 史跡松本城外堀跡 南外堀 

（エ）報告４ 史跡弘法山古墳 

（オ）報告５ 南栗遺跡 

エ 定員   １２０名（先着順） 

オ 参加料  無料 

カ 申込方法 令和５年１月３１日（火）午前９時から受付開始 

キ その他  報告会の様子を録画編集し、２月下旬に YouTube へ掲載 

 ⑵ 移動博物館 速報展「発掘された松本２０２２」 

  ア 期間 令和５年２月１１日（土・祝）～２月２６日（日）※月曜日休館 

  イ 会場 時計博物館 ３階 企画展示室 

  ウ 内容 令和４年実施の発掘調査８件に係る出土資料及び写真パネルの展示 

  エ 料金 時計博物館通常観覧料（大人３１０円、小中学生１５０円） 

 

３ 周知方法 

 ⑴ 市ホームページ及び文化財課ＳＮＳ 

 ⑵ チラシ配布（地区公民館・県内博物館・大学・高校等） 

⑶ プレスリリース 

⑷ 広報まつもと１月号・２月号 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１２．２２ 

文化財課・博物館 

担当 

 文化財課 課長 竹原 学 電話３４－３２９２ 

博物館  館長 木下 守 電話３２－０１３３ 


